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市川市条例第  号 

市川市特別会計条例等の一部を改正する等の条例 

（市川市特別会計条例の一部改正） 

第１条 市川市特別会計条例（昭和３９年条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

  第１条中第６号を削り、第７号を第６号とする。 

（市川市市川駅南口地区市街地再開発事業財政調整基金の設置、管理及び処

分に関する条例の廃止） 

第２条 市川市市川駅南口地区市街地再開発事業財政調整基金の設置、管理及

び処分に関する条例（平成１７年条例第３号）は、廃止する。 

（市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関す

る条例の一部改正） 

第３条 市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関

する条例（平成１３年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２条の２第３項」を「第２条の２第４項」に改める。 

第５条中「市川市新田５丁目１１８番３」を「市川市八幡１丁目１番１号」

に改める。 

附 則 



（施行期日）  

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２４年４月１日前に第１条の規定による改正前の市川市特別会計条例

第１条第６号の市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計に係る債権として

確定した収入及び債務として確定した支出については、同号の規定は、同年

５月３１日までの間、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理  由 

 

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業に係る工事等が完了したことに

伴い、市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計及び市川駅南口地区市街地

再開発事業財政調整基金を廃止するとともに、同事業に係る事務所の所在地

を変更する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


